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令和 5 年 3 月例会次第（令和 5 年 3 月 25 日開催） 
 

１、会長挨拶 
 

 

２、新型コロナウイルスワクチン接種について行政より説明(草津市・栗東市) (情報提供)p.1 
 

３、報告事項 

【会員の状況】 令和 5 年 2 月 
（１）会員の状況 
       Ａ会員： 142 名、 Ｂ会員： 165名、  合計： 307 名  

 

（２）会員の異動 

〇A 会員の退会 

   束田 崇夫 先生 医療法人愛優会つかだ眼科クリニック 2/28付 

   （県外の病院に勤務される。当面は週 1回、現診療所にて既存の患者さんを診察） 

〇A会員の法人化 

   畑 和憲 先生 医療法人緑青会 栗東はた内科医院 

〇B会員の退会 

   梅澤 邦彦 先生  淡海医療センター 3/31 付 

   佐々木 禎治 先生  淡海医療センター 3/31 付 

   藤堂 義郎 先生  淡海医療センター 3/31 付 

〇B会員の異動 

   中村 文泰 先生 淡海医療センター → 淡海ふれあい病院  4/1 付 

小野 紀弘 先生 ケアポート栗東  → レンゴー株式会社  4/1付 

   吉岡  誠 先生 済生会滋賀県病院 → ケアポート栗東   4/1 付 

 

【総  務  部】 

［総      務］ 

（１）令和５年度第１期の滋賀県医師会および日本医師会の会費について 
口座振替ではない会員には請求書を 4月下旬に送付するので、速やかにお振り込みください。 

口座振替の会員には、4月 27日（木）に指定口座から引き落としをさせていただきます。 

 

（２）医療法人の設立および解散にかかる申請書類の提出期限について 
  医療法人の設立および解散については、その認可にあたり県の医療審議会の意見を聞くこととさ

れているが、令和 5年度の第 1回滋賀県医療審議会医療法人部会が令和 5年 8 月に開催予定であ

り、当該審議会にかかる申請書類の提出期限は令和 5年 5 月 26 日（金）であるとの通知があった

ので、ご了知願いたい。 

なお、提出された書類に不備があった場合は、その次の審議会での意見徴収となる場合もある

ので、できるだけ早く事前協議を行い申請に備えていただきたいとのことである。 

  問合せ先：滋賀県 健康医療福祉部 医療政策課 医療整備係  TEL 077-528-3625 

 

（３）医師法に基づく 2年に一度の医師の届出について（再周知） 
  医師法に基づく 2年に一度の医師の届出については、会員連絡事項(R4.11.16版、R4.12.19版)

に掲載し、保健所からは令和 4年 12月中旬までに届出票が所属施設を通じて届出義務者へ配布さ

れており、令和 5年 1月 16日までに届出することとなっている。 

  今般、厚生労働省から日本医師会へ、現在の届出状況から、まだ届出を行っていない医師がいる

ことが見込まれるため、速やかに届出いただくよう会員への再周知依頼があった。 
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  医師届出票は、公的統計を作成する基礎資料となるだけでなく、国や都道府県における医師確保

対策について検討する上でも重要な資料となるので、現時点で届出を行っていない場合には速や

かにご対応いただきたい（オンライン又は保健所）。休業中や現在診療に従事していない場合も含

め、全ての医師に届出を行っていただく必要があるので注意されたい。 

 【厚生労働省ホームページ】  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha- 

todokede-sys.html  

 

（４）消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）の開始に向けて 
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が導入される

こととなっている。 

インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を受けるためにはインボイスの

保存が必要になる。売手として令和5年10月1日から適格請求書発行事業者（インボイス発行事業

者）となるためには、原則、令和5年3月末までに登録申請書を税務署に提出することとされてい

るが、令和5年4月1日以降の提出でも令和5年9月30日までの申請については令和5年10月1日を登録

開始日として登録される扱いとなる。 

特に以下に該当する医療機関は、必ずご確認いただきたい。 

 ・消費税の納税が「一般課税方式」の医療機関等 

 ・事業者宛に課税売上（健康診断等）の請求書や領収書を出す医療機関等 

 制度の詳細は、国税庁特設サイトを参照。 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm  

 

（５）令和 4 年度人獣共通感染症研修会の録画映像のオンデマンド配信について 
令和 5年 2月 1日に行った標記研修会（滋賀県医師会・滋賀県獣医師会主催）をオンデマンド

配信します。今回の研修会では最近話題となった感染症を取り上げています。人間の感染症の多

くは動物由来と考えられます。知ることは治療や予防のはじめです。 

ぜひ、お時間のある時にご覧ください。内容は下記のとおりです。 

   講演１「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の現状について」 

       国立感染症研究所 獣医科学部   部長 前田  健 先生 

   講演２「オウム病の集団発生事例について」 

       滋賀県健康医療福祉部 感染症対策課 主幹 鈴木 智之 先生 

配信期間：令和 5年 4月 3日（月）～4月 9日（日） 

（注）日本医師会生涯教育制度の単位は取得できません。 

 

（６）新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び

公費支援の見直し等について（ワクチン接種も含む） ············ （総務資料 1）p.5 

 

（７）医学部卒業後 5年間の会員にかかる会費等について、滋賀県医師会の取り決めに伴う

当医師会の会費減免規程の改定について ······················· （総務資料 2）p.14 
滋賀県医師会の取り決め 

◇会費：Ｃ会員及び医学部卒業後 5年間のＢ会員の会費は、０円 

      ※医学部卒業後 5年間であっても、Ａ会員は所定額 

◇Ｃ会員及び医学部卒業後 5年間のＢ会員に関する取り決め： 

・本会発行の定期刊行物の取扱い 

会報   ⇒本会ホームページ会員専用ページから閲覧（令和 5年 4月号から） 

滋賀医学 ⇒印刷物を配布 

 

（８）令和 5年度予防接種(個別)実施上の変更点 ··················· （総務資料 3）p.15 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-%E3%80%80todokede-sys.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-%E3%80%80todokede-sys.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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（９）「湖南甲賀圏域コロナウィルス感染症地域外来センター」の 1 か月延長について 
   終了予定 令和 5年 3月 31日 → 令和 5年 4月 30日 へ延長 

 

（10）滋賀県下の検案体制強化のためのアンケート結果について ····· （総務資料 4）p.16 

 

（11）草津栗東医師会 令和 5年度 行事計画表について ············ （総務資料 5）p.19 

 

（12）令和 5年度草津栗東医師会の会費減免規程に伴う申請について 

令和 5年 4月 3日より会費減免を受け付けます。 

滋賀県医師会の減免申請における審査結果の写しを添付して、令和 5年 5月末日までに草津

栗東医師会事務局まで申請してください。申請用紙は、草津栗東医師会 HP「会員専用ペー

ジ」からダウンロードできます。 

 
（13）救急病院等を定める省令に基づく救急病院の告示について ····· （総務資料 6）p.20 
     市立長浜病院 

 

（14）当医師会ホームページの B 会員専用パスワードの変更について 
   令和 5年 3月 31日業務終了後より： kusakuri2022 → kusakuri2023  

 

【学  術  部】 

［医  療  安  全］ 

（１）医療事故情報収集等事業「医療安全情報 No.195 照合の未実施による誤った患者への

検査・処置」について 
「診察時の患者取り違え」を医療安全情報 No.25で、「放射線検査での患者取り違え」を医療安全

情報 No.73で取り上げ、患者自身に氏名を名乗ってもらうよう注意喚起を行われてた。その後、患

者を呼び込んだ際に、患者に氏名等を言ってもらったにもかかわらず、医療者が手元の情報と照合

しなかったため、誤った患者に検査や治療・処置を実施した事例が 5件報告されているのでご留意

願いたい（集計期間：2019 年 1月 1日～2022年 12月 31日）。 

   なお、事例が発生した医療機関の取り組み等について、以下のとおりお知らせするので、自施設

に合った取り組みを検討していただきたい。 

〔事例が発生した医療機関の取り組み〕 

・患者に氏名と生年月日など二つの情報を言ってもらい、医療者側の情報(電子カルテの画面な

ど)と照合する。 

  ○公益財団法人 日本医療機能評価機構 HP参照 https://www.med-safe.jp/ 

 

［生  涯  教  育］ 

（１）令和４年度日本医師会生涯教育制度への申告について 
  標記について、日医雑誌 3月号に申告書用紙が同封されているが、本会では県医師会による一括申

告を実施しているので、本申告書を用いて直接日医へ申告しないようにお願いしたい。 

なお、5 月頃に本会から各会員宛に令和 4 年度の取得単位票および申告意思確認書を送付するの

で、その際に受講記録を確認のうえ、一括申告に同意いただきたい。 

 

【保  険  部】 

(1) オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置の申請期限等について 

【日医発第 2376 号】 ······················································· （保険資料 1）p.21 

経過措置の届出期限については、令和 5 年 3 月 31 日までとなっている。経過措置を受ける予定でまだ届出

https://www.med-safe.jp/
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を行っていない医療機関は令和 5 年 3 月 31 日までに経過措置の届出をお願いしたい。 

※別添１のとおり 

 

(2) 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

【日医発第 2345 号】 

（県医師会報 4 月号に掲載予定） 

 

(3) リンヴォック錠 7.5mg 及び同錠 15mgの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に

伴う留意事項の一部改正等について 【日医発第 2230 号】 

（県医師会報 3 月号の 49 ページに掲載済） 

 

(4) 公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更

承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて 【日医発第 2335 号】 

（県医師会報 3 月号の 49 ページに掲載済） 

 

(5) 公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて【日医発第 2001 号】 

（県医師会報 4 月号に掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナー 

に掲載済 

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/ 

 

(6) 医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて 【日医発第 2343 号】 

（県医師会報 4 月号に掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の 

取扱いについて」のコーナーに掲載済 

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiougai/  

 

(7) 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について（出産育児一時金等の支給

総額について） 【日医発第 2182 号】 

（県医師会報 3 月号の 50 ページに掲載済） 

 

(8) 令和 5 年 3 月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて 

 【日医発第 2227 号】（県医師会報 3 月号の 50～51ページに掲載済） 

 

(9) 近畿税理士国民健康保険組合における被保険者証の更新について 

（県医師会報 3 月号の 51 ページに掲載済） 

   近畿税理士国民健康保険組合（保険者番号２７３１０２） 

   ・更新の時期：令和５年４月１日付け（有効期限：令和７年３月３１日） 

   ・新証の色：ピンク色          ・サイズ：カードサイズ 

   ・問合せ先：資格徴収係 TEL 06-6941-3243 

 

(10) 医療機器の保険適用について(3 月 1 日保険適用分)及び「医療機器の保険適用につい

て」の一部訂正について 【日医発第 2278 号】【日医発第 2312 号】 

 

(11) 令和 5 年 3 月 31日付けで廃止となる経過措置医薬品について 

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiougai/
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（社保支払基金ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/keikasochi/shinsajoho_01.html  

を参照） 

 

〔その他〕 

(12) 資格関係誤りレセプトの発生防止について 

   ・例年３月から４月にかけては、保険者の解散・合併、患者の就職・退職等で資格の変更が多くなる。

単なるレセコンデータの入力誤りだけではなく、窓口で「保険証の確認」を行い、診療録等への転記を

行っていても、レセコンデータの修正をせずに保険請求されている例が例年見受けられるので、十分

ご留意願いたい。 

 

(13) 各種施設基準の届出について 

   ・開設者が変更になった場合、移転開設した場合、医療法人化した場合、診療所から病院あるいは病院

から診療所に変わった場合等は、従前の保険医療機関を廃止し、改めて新規指定申請の手続きを行う

ことになる。このことに伴い、従前に届出していた健康保険法上の施設基準等も改めて届出が必要と

なる。 

     上記の届出を行わなかった場合は、届出が行われていないこととなり、届出漏れが判明した時点で、

届出漏れの事項に係る診療報酬の返還請求が行われることになるので、十分ご留意願いたい。 

   ☆施設基準等の届出書提出先・問合せ先 

      近畿厚生局滋賀事務所審査課 

        〒520-0044 大津市京町三丁目 1-1 大津びわ湖合同庁舎６階 TEL077-526-8114 

 

(14) 県医師会報令和 5 年 3 月号 74 ページ「保険診療Ｑ＆Ａ」欄の訂正について 

         ············································· （保険資料 2）p.24 

   →症例２のＡ＆Ｃ２について、別添２のとおり訂正させていただきます。 

 

【公 衆 衛 生 部】 

［地  域  保  健］ 

（１）「新型コロナワクチン 予診票の確認のポイント Ver9.1」について 
  本年 2月 17日付けで、標記が Ver9.1に改訂されたのでご確認願いたい。 

[主な改訂内容] 

・モデルナ社オミクロン株対応 2価ワクチン対象年齢変更  
・モデルナ社ワクチン（従来型）に関する記載の削除 

 詳細は、以下ホームページを参照。 

厚生労働省 HP 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html  

日本医師会 HP  

https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009822.html   

 

（２）医療機関、介護施設等でのマスクの着用について 
  マスクの着用について、2023年 3月 13日から個人の判断に委ねられることになったが、医療機

関や介護施設等では新型コロナウイルス感染症の感染再拡大を防ぐため、引き続きのマスクの着

用が推奨されている。 

  これらの措置を受けて、日本医師会が、医療機関・介護施設等でのマスクの着用を呼び掛けるポ

スターを作成したので、下記ホームページからダウンロードの上、ご活用願いたい。 

【日本医師会ホームページ】 

  https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/003241.html  

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/keikasochi/shinsajoho_01.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009822.html
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/003241.html
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（３）「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」  

の改訂について（11版） 

  今般、同手引きが改訂された。5～11 歳用ファイザー社 2 価ワクチンに係る記載の追記、武

田ワクチンの追加接種対象年齢の引き下げに係る記載の追記・修正したことが、主な改訂内

容である。 

詳細は、厚生労働省 HPを参照。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html  

 

（４）特定健診・特定保健指導等「令和 5年度 契約の概要」について 
  標記手引きについて、3 月末に各実施機関宛に本会から発送予定である。昨年と同様に説明会は

開催しないので、各実施機関におかれては手引きを確認いただき、ご対応願いたい。 

なお、「実施要綱【保存版】（冊子：ピンク色／令和３年３月配布）」は、改めて配布をしないの

で、お手元の冊子を引き続きご活用いただきたい。 

 

（５）赤道ギニア共和国におけるマールブルグ病の発生に係る注意喚起について 
 厚生労働省から、赤道ギニア共和国保健省及び世界保健機関（WHO）より、令和 5年 2月 13日（現

地時間）、赤道ギニア共和国において同国初となるマールブルグ病患者の確定例（2月 12日時点で、

同国の Kie Ntem県で、9例の疑い死亡例、16例の疑い例）が報告された旨の周知依頼があった。 

  ついては、各医療機関においては、当該地域に渡航された方が医療機関を受診された場合には、

マールブルグ病を念頭に置いた診療を行うよう願いたいとのことであるのでご留意願います。 

 

（６）HPV ワクチンの接種に係る医療機関向け研修会の動画配信について 
 厚生労働省より、令和 4 年度 HPV ワクチンの接種に係る医療機関向け研修会を動画配信について周

知方依頼があった。概要は下記のとおり。 

○動画 URL：https://www.youtube.com/watch?v=FYTahWwYOc0 

○議題：①開会挨拶 

②診療マニュアルの紹介 
③子宮頸がんの現状・治療と検診 
④接種前・接種時の説明接種後症状に対するファーストタッチ医の役割 
⑤拠点病院、協力医療機関の役割 
⑥模擬症例について①～③ 

⑦質疑応答 
⑧接種時の注意点など（動画） 
⑨副反応疑い報告制度および健康被害救済制度につい 
  HPVワクチンに関する施策について 
⑩閉会挨拶 

 ○問い合わせ先：厚生労働省健康局予防接種担当参事官室 
         TEL：03-3595-3287 （内線 2377） E-mail：kobatake-hiroshi.00x@mhlw.go.jp 

 

【産 業 保 健 部】 

［産  業  保  健］ 

（１）労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則及び特定化学物質障

害予防規則の一部を改正する省令、労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行に

係る周知について  
労働安全衛生法施行令第 23条に定められる健康管理手帳の交付対象に三・三′─ジクロロ─四・

四′─ジアミノジフェニルメタンによる尿路系腫瘍が追加された。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
https://www.youtube.com/watch?v=FYTahWwYOc0
mailto:kobatake-hiroshi.00x@mhlw.go.jp
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【関連ページ URL（厚生労働省 HP）】 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage30051.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４、ホームページ会員向けサイトへの「お知らせ」登載一覧 
2/24（金）滋賀医科大学 令和４年度院内感染対策に関する合同カンファレンスの開催について 

2/24（金）湖南広域休日急病診療所 診療（受付）状況速報 2月23日 

2/24（金）おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査への協力依頼について（周

知） 

2/27（月）湖南広域休日急病診療所 診療（受付）状況速報 2月26日 

2/27（月）診療・検査医療機関における受診者数等の報告方法の変更について 

2/28（火）「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第9.0 版」の一部訂正につ

いて 

3/1（水）【日医発】新型コロナウイルス感染症の５類感染症への変更後の発熱外来診療体制の 

維持・充実に向けて（協力要請） 

3/1（水）大津赤十字病院「ご紹介患者さま担当医師名一覧表」 

3/2（木）HPVワクチンの接種に係る医療機関向け研修会の動画配信について 

3/3（金）【滋賀医科大学付属病院】外来診察医予定表 3月 

3/6（月）湖南広域休日急病診療所 診療（受付）状況速報 3月5日 

3/6（月）新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関へ配分について（別紙及び

質疑応答集の修正） 

3/7（火）マスク着用の考え方「令和５年3 月13 日からはマスク外してよし！」について 

3/9（木）風しんの追加的対策に係る令和５年度の対応について（協力依頼) 

3/9（木）新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パキロビッド®パック）の医療

機関及び薬局への配分について（別紙 、質疑応答集の改正) 

3/9（木）新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬ゾコーバ錠125mgの医療機関及び

薬局への配分について 

3/10（金）感染症週報(令和5年度第9週) 

3/10（金）【日医発】新型コロナウイルス感染症対策医療機関向けガイドラインの改訂および医

療機関等におけるマスク着用のお願いポスターについて 

3/10（金）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の

一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一

部を改正する省令の公布について 

3/10（金）「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」の一部改正に

ついて 

3/11（土）B.1.1.529系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の

発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について 

 日本医師会 HP メンバーズルームへのアクセスについて 

  日本医師会 HP  https://www.med.or.jp/  

   ［メンバーズルーム］をクリック 

   ユーザーID : 日本医師会 ID番号 

（日医雑誌が送付される際のビニール製封筒に

貼付の 

宛名ラベルに記載された 10桁の番号） 
   パスワード : 誕生日（西暦の下 2桁、月、日） 

          入力例）1950年 4月 1日生まれ → 500401 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage30051.html
https://www.med.or.jp/
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3/13（月）「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」の

改訂について（11 版） 

3/15（水）新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガ」の 

     医療機関への配分について（質疑応答集の修正） 

3/15（水）厚生労働省のHIVに関する情報サイト「HIVマップ」上にサル痘啓発ページの掲載 

     について情報提供がありました 

3/15（水）令和５年度二次救急（内科・外科系）診療当番日・小児救急診療当番日 

3/16（木）滋賀県感染症発生動向調査事業報告書 

3/16（木）原油価格・物価高騰対策支援金（医療機関）のご案内 

3/17（金）感染症週報(令和5年度第10週) 

3/20（月）９価ＨＰＶワクチン定期接種化に関するリーフレット作成及び改訂について 

3/22（水）新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パキロビッド®パック）の薬価

収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について（その２）（周知） 

3/22（水）新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の実施に係る対応について 

3/23（木）新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の 

          移行及び公費支援の具体的内容について 

５、滋賀県医師会 講演会・研修会等のご案内 ····················· （総務資料 7）ｐ.26 
 
６、滋賀県医師会 3 月以降 行事予定表 ·························· （総務資料 8）ｐ.27 

 
７、当医師会の 4 月行事予定表 ·································· （総務資料 9）ｐ.32 

【共催】 

講演会名：第 199回草津栗東医師会循環器研究会 

開催日時：2023年 4月 19日(水) 20:00～21:30 

講 師：滋賀医科大学 心臓血管外科 教授 鈴木 友彰 先生 

演 題：『未定』 

開催場所：クサツエストピアホテル（Zoom にて WEB配信による視聴と会場参加） 

共 催 名：第一三共株式会社 
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☆★☆医協連絡事項☆★☆ 
 

1．インボイス制度個別相談会のご案内 
令和 5 年 10 月 1 日からインボイス制度が始まります。医療機関でもインボイスの発行事業

者となったほうがいい場合もあります。各医療機関によって色々なケースが考えられるため、

4 月末日までの間に税理士による無料の個別相談会を実施いたします。医協ニュース 2 月号の

折込をご覧いただき、お気軽にお申込ください。 

2．子どもの笑顔はぐくみプロジェクト支援について 
昨年度に引き続き、今年度も「医療用品カタログ GooDs」の売り上げの一部から総額 70万円

を県社会福祉協議会「はぐくみ基金」へ寄付をさせていただきました。多くの組合員の皆様に

ご利用いただき、誠にありがとうございました。 

令和 5 年度も「医療用品カタログ GooDs」を通じて社会貢献活動を継続いたしますので、引

き続き多くの皆様にご利用いただきますよう、お願いいたします。 

3．「全医協連 医療機関トラブル賠償補償制度」満期更改のご案内 
 全国医師協同組合連合会を団体契約とした、従業員様の業務災害（通勤途上や就業中のケガ

等）や雇用トラブル（ハラスメント等）における、医療機関への賠償リスクを補償する団体保

険が令和 5 年 4 月 1 日で満期を迎えます。商品改定により団体割引が約 35％から約 43％に拡

大されます。ご加入者様には更新の案内をお送りしておりますのでご確認ください。ご加入い

ただいていない組合員様は是非この機会にご検討ください。 

【保険料比較】 例：従業員 5名の場合 

 充実型 安心型 基本型 

旧月額保険料 11,980円 6,540 円 4,020 円 

新月額保険料 11,000円 5,980 円 3,660 円 
 

4．組合へのお届出について（お願い） 
下記の事由が発生した場合は、お手続きが必要となります。お手数ですがお早めに事務局ま

でご連絡をお願いいたします。 

【主な届出事項】 

法人化、法人代表者変更、事業承継、廃業、振替口座変更、住所・電話番号等変更（医院・

自宅）、その他変更・訂正がある場合 など 

法人化や事業承継など事由によっては、医師賠償責任保険等ご加入保険の各種手続きが必要

となる場合があります。お届出もれの無いよう、今一度ご確認をお願い申し上げます。 

お問い合わせ：滋賀県医師協同組合 TEL:077-516-8660 FAX:077-553-6770 

 



新型コロナウイルスワクチン接種について 

  令和５年３月２５日 草津市・栗東市 

１．接種実績 （３月２０日時点ＶＲＳより【滋賀県提供資料より抜粋】） 

①オミクロン株対応ワクチンの接種状況

接種回数 接種率 接種回数 接種率 接種回数 接種率 接種回数 接種率

57,439回 47.4% 28,038回 45.6% 607,984回 48.1% 55,983,518回 49.0%

※人口は令和4年1月1日(4日)時点の住民基本台帳による
121,136人 滋賀県人口

栗東市人口 61,504人 全国人口 114,150,772人
草津市人口

草津市 栗東市 滋賀県 全国

1,264,720人

②小児（５～11 歳）接種の状況

接種回数 接種率 接種回数 接種率 接種回数 接種率 接種回数 接種率

1回目 1,841回 18.4% 916回 17.7% 16,486回 17.5% 1,761,143回 24.1%

2回目 1,792回 17.9% 889回 17.2% 15,801回 16.8% 1,702,877回 23.3%

3回目 706回 7.1% 319回 6.2% 6,037回 6.4% 670,128回 9.2%

※人口は令和4年1月1日(4日)時点の住民基本台帳による
9,985人 滋賀県人口

栗東市人口 5,174人 全国人口 7,317,297人
草津市人口

草津市 栗東市 滋賀県 全国

94,152人

③乳幼児（6 か月～4 歳）接種の状況

接種回数 接種率 接種回数 接種率 接種回数 接種率 接種回数 接種率

1回目 173回 3.1% 62回 1.9% 1,193回 2.4% 165,237回 4.1%

2回目 163回 2.9% 56回 1.7% 1,071回 2.1% 147,035回 3.7%

3回目 90回 1.6% 33回 1.0% 502回 1.0% 70,620回 1.8%

※人口は令和4年1月1日(4日)時点の住民基本台帳による
5,533人 滋賀県人口

栗東市人口 3,318人 全国人口 4,005,601人
草津市人口

草津市 栗東市 滋賀県 全国

50,679人

情報提供 
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２．今後の新型コロナワクチン接種について 

・令和 5 年度の 1年間（令和 5 年 4月 1 日～令和 6 年 3 月 31日）は特例臨時接種として期間が延長され、

接種継続されます。（自己負担なし） 

・令和５年春開始接種（5 月 8 日～8月末まで（予定））は 65 歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する者 

等に接種を行うとともに、医療機関や高齢者施設、障がい者施設等の従事者にも接種機会を提供すること 

となります。初回接種（1・2 回目）が完了し、かつ、最終接種から少なくとも 3 か月を空けて、オミク 

ロン株対応２価ワクチンを接種します（12歳以上の者に対する令和 4年秋開始接種は 5月 7日をもって 

終了）。 

・令和５年秋開始接種（令和 5 年 9月～）は追加接種可能な５歳以上の全ての人が接種対象者となり、 

使用ワクチンは今後、国で検討予定です。 

・初回接種は特例臨時接種の実施期間である令和５年度の 1年間は引き続き、生後 6 か月以上の全ての 

未接種者を対象に従来型ワクチンを接種します。 

※第一期追加接種及び第二期追加接種については、令和５年 3 月 31 日をもって終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基礎疾患を有する者の範囲について】（R5.2.22 厚生労働省分科会資料より抜粋） 

① 基礎疾患を有する者・・以下のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② その他重症化リスクが高いと医師が認める者 

・・明確な基準は無く、医師（予診医）が医学的見地から総合的に重症化リスクを判断。 
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【公的関与（接種勧奨・努力義務）の有無について】（R5.3.17 滋賀県担当者会議資料より抜粋） 

令和 5 年春開始接種以降の追加接種については、高齢者（65 歳以上）および基礎疾患を有する方（5～

64 歳）以外は、予防接種法上の自治体の接種勧奨（第 8 条）と本人（保護者）の努力義務（第 9 条）の

規定の適用を除外する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小児（5～11 歳）へのオミクロン株（BA.4-5）対応 2 価ワクチンの接種について】 

・2 月 28 日に薬事承認されたことを踏まえ、令和 4 年秋開始接種に位置づけられました。 

①接種対象者 

 初回接種（1・2 回目）を完了（従来株による追加接種（3 回目接種）をしている場合も含む。）し、前回 

接種の終了後 3 か月以上経過した全ての 5 歳以上 11 歳以下の者に対して接種可能とする。 

②接種期間 

・令和 5年 3 月 8 日～令和 5 年秋開始接種開始（具体的な期日は今後お示しする予定）までの間。 

・令和 5 年春開始接種の開始日（5 月 8 日）以降においては、基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高

いと医師が認めるものについては、令和 4 年秋開始接種の実施の有無を問わず、令和 5 年春開始接種として

1 回の接種を行うこととし、それ以外の基礎疾患がない者については、令和 4 年秋開始接種を未実施である場

合に限り、令和 4年秋開始接種として 1回の接種を行うこととする。 

 

３．両市の接種体制について 

国より今後の接種体制については、安定的な制度の下での接種を見据えると、個別医療機関を中心とする体制

への移行を進めることが適当との通知がございました。新型コロナワクチンの個別接種に引き続きご協力を賜

りたく、お力添えのほど何卒よろしくお願い申しあげます。 

 

【１．接種期間】 

 令和 5 年 4月 1 日～令和 6 年 3月 31 日まで（1 年間） 

【２．接種間隔】 

 前回接種から３カ月以上 
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【３．初回接種および令和５年春開始接種体制について】 

  草津市 栗東市 

個 

別 

接 

種 

実施場所 生後６カ月～４歳：調整中（令和４年度実施医療機関様には継続依頼中） 

５歳～１１歳：調整中（令和４年度実施医療機関様には継続依頼中） 

１２歳以上：調整中（令和４年度実施医療機関様には継続依頼中） 

開始時期 初回接種：～令和６年３月末 

令和４年秋開始接種：～令和５年５月７日（5 歳～１１歳は８月末まで） 

令和５年春開始接種：令和５年５月８日～８月末 

使用ワクチン 初回接種：従来株ワクチン（ファイザー社、ノババックス） 

令和４年秋開始接種：※オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザー社） 

令和５年春開始接種：※オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザー社） 

※5 歳から１１歳は小児用オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザー社） 

集 

団 

接 

種 

実施場所 未定（規模は縮小） アル・プラザ栗東を予定（規模は縮小） 

開始時期 ５月中旬～ ５月下旬頃～ 

使用ワクチン オミクロン株対応２価ワクチン 

（モデルナ社） 

オミクロン株対応２価ワクチン 

（ファイザー社） 

 

【４．接種券について】 

接種券付き一体型予診票及び接種済証の様式は従来のものから特段変更は行われません。引き続き、各様式の

接種回数欄には、当該被接種者にとっての通算接種回数が印字されます。各医療機関での接種の際には、接種

券付き一体型予診票にて前回接種日を必ずご確認の上、接種を進めていただきますようお願いいたします。 

栗東市 

接種券は下記の対象者に、従来通り、前回接種日から次回接種が可能となる接種日の約 1 週間前を目安に住所

地に送付予定です。ただし、オミクロン株対応２価ワクチンの未接種者は、手元にある接種券（３回目以降の

接種券）で令和５年度も引き続き接種可能であるため、接種券の発送はしません。 

６５歳以上 基礎疾患等がある人および医療機関・施設従事者等 

全員送付 ４回目接種の際に接種券を発行した人を対象として送付 

※４回目時に申出されなかった方および５～１７歳の基礎疾患がある方は電子申請 

またはコールセンターに申出された方に発送 

草津市 

下記のとおり送付予定です。過去の接種券は使用できません。 

【５．令和５年春開始接種までのスケジュール（予定）】 

 ３月下旬    市ホームページにて周知 

 ４月下旬    対象者に接種券発送 

 ５月上旬    予約受付開始・個別医療機関で接種開始 

 ５月中旬以降  集団接種開始 

区分 ６５歳以上 ６０～６４歳 ５～５９歳 

発送方法 

① 一斉発送 

※６０～６４歳のうち、接種対

象者は基礎疾患等ある人のみ 

②４回目時基礎疾患申出者に発送 

③４回目時に申出されなかった方および５～１７歳の基礎疾患が有

る方は電子申請またはコールセンターに申出された方に発送 
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一般社団法人草津栗東医師会会費減免規程新旧対照表

現 行 改 定 後 

第 1条 80歳に達した会員は、その翌月から会費を全額免除する。 

第 2条 75歳を超え 80歳までの A会員は会費の半額を免除する。 

ただし、70 歳を過ぎて入会した会員については、入会日か

ら 5年間は免除の対象としない。 

第 3 条 会員が、やむを得ない理由により 1 ヶ月を超えて休業した

ときは、その翌月から復業した月の前月までの会費を免除

する。 

第 4 条 A 会員からの医業収入額に応じた会費減免申請を可能とす

る。その適用条件は滋賀県医師会に準じるものとし、会費

の半額を免除する。 

第 5条 その他必要な事項は、理事会において決定する。 

 付  則 

この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

第 1条 80歳に達した会員は、その翌月から会費を全額免除する。 

第 2条 75歳を超え 80歳までの A会員は会費の半額を免除する。 

ただし、70 歳を過ぎて入会した会員については、入会日か

ら 5年間は免除の対象としない。 

第 3 条 会員が、やむを得ない理由により 1 ヶ月を超えて休業した

ときは、その翌月から復業した月の前月までの会費を免除

する。 

第 4 条 A 会員からの医業収入額に応じた会費減免申請を可能とす

る。その適用条件は滋賀県医師会に準じるものとし、会費

の半額を免除する。 

第 5 条 研修医および医学部卒業後 5 年間の B 会員の会費は全額免

除する。ただし、医学部卒業後 5 年以内であっても A 会員

は所定額を徴収する。(新設) 

第 6条 その他必要な事項は、理事会において決定する。 

 付  則 

この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

令和 5年 4月 1日改定 
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令和５年度予防接種（個別）実施上の変更点

※特に年月日の記載のないものは、令和５年４月１日から適用です。 

項 目 留  意  事  項 

変
更
点

ヒトパピローマウイルス感

染症予防接種について（シ

ルガード９の接種回数） 

定期接種では、サーバリックス(２価 HPV ワクチン)、ガーダシル(４価

HPV ワクチン)の２種類の HPV ワクチンを使用していますが、令和５年４

月１日から、新たにシルガード９(９価 HPV ワクチン)が追加となります。 

１５歳未満は原則２回接種(詳細は下記の表の接種間隔欄をご参照くださ

い。)、１５歳以上は３回接種になります。 

四種混合、三種混合および

ポリオの接種開始月齢の変

更について 

接種開始月齢が生後３か月から生後２か月に変更になります。 

HPV ワクチン 

ワクチン 
医療機関委託 

対象年齢 

望ましい 

接種期間 
回数 接種間隔 

接種方法 

接種量 

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

（
子
宮
頸
が
ん
予
防
）

組
換
え
沈
降
２
価

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ

ウ
イ
ル
ス
様
粒
子

ワ
ク
チ
ン

（
サ
ー
バ
リ
ッ
ク
ス
）

・定期接種対象者 

平成１９年４月２

日～平成２４年４

月１日生まれの女

性（小学校６年生

～高校１年生相

当） 

・キャッチアップ

接種対象者 

平成９年４月２日

～平成１９年４月

１日生まれの女性 

(定期接種対象期

間は、令和７年３

月３１日まで) 

中学１年生 

３回 

１か月以上あけて２回目

接種、３回目は１回目の

接種から５か月以上かつ

２回目から２か月半以上

あけて（１回目から６か

月あけるのが望ましい）

接種 

筋肉内 

0.5ml 

組
換
え
沈
降
４
価

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ

ウ
イ
ル
ス
様
粒
子

ワ
ク
チ
ン

（
ガ
ー
ダ
シ
ル
） 

３回 

１か月以上あけて（２か

月が望ましい）２回目接

種、３回目は２回目の接

種から３か月あけて（１

回目から６か月あけるの

が望ましい）接種 

組
換
え
沈
降
９
価
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
様

粒
子
ワ
ク
チ
ン

（
シ
ル
ガ
ー
ド
９
）

小学６年

生～１５

歳になる

１日前 

原則

２回 

１５歳の誕生日の１日前

までに１回接種した場

合、５か月以上あけて

（６か月あけるのが望ま

しい）２回目を接種。た

だし、２回目の接種が１

回目から１か月以上、５

か月未満で接種した場

合、３か月以上あけて３

回目を接種。 

１５歳 

以上 
３回 

１か月以上あけて（２か

月が望ましい）２回目接

種、３回目は２回目の接

種から３か月あけて（１

回目から６か月あけるの

が望ましい）接種 
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死体検案体制づくりのアンケート結果

回答数 電話転送システムを採用 緊急連絡先を警察に開示可 かかりつけ以外の事例も可能

61 11 17 6

ご
意
見
・
要
望

警察の方から検案医を委嘱することはできないのか。他県でそのような対応をしている事例はな
いのか。
診療所の時間外（休日・夜間等）については、警察から病院に協力を依頼することはできないの
か。特に県立病院に対して、県警からあるいは県(行政)を通して協力をお願いできないか。

協力すべき事案だと思うのですが、全く経験がなく不安が大きいです

●「かかりつけ医」とはどの程度の範囲を考えておられるのでしょうか。大体でいいので教えてい
ただきたいです。
●どうしても納得できない死因の場合、解剖をお願いする手順を教えて下さい。

365日24時間、随時での対応は不可（深夜や診療に支障をきたす時間は特に不可）
これまで死体検案の経験がなく、対応時のマニュアル等があれば、また、死体検案書の入手方
法、記入方法や、死体検案にかかる費用はどこに、どのように、いくら請求するのか等についても
マニュアル化されれば、頻回でなければ対応を考慮

かかりつけの患者様には携帯番号を伝えています
診療所の電話転送は以前しておりましたが、初診の患者様から深夜にかかることもあり中止しま
した

年に1回程度、かかりつけ患者の検死には対応しています

死体検案の研修や講習を受講しなければ検案の際に何をすれば良いかわかりません。また、前
途の講習が開講されていても曜日や時間が合わなければ診療を休止してまで参加しようとは思
いません。

自院の患者さんに関してはなるべく協力させて頂きたいと思いますが、積極的に協力しますと言
えず、大変申し訳ありません

●死体検案の基本的な講演を繰り返してほしい（オンデマンドでもよいので）検案する時のポイン
トを中心に
●事務処理については、請求金額の目安なども含め、ガイドラインがほしい（どんな手続きが必要
なのかわかっていないので）
このような対応で不安が少なくなれば協力を検討したい

「かかりつけ医の定義」は？
予防接種程度で通歴ある患者の検死依頼では、詳細不明で検死は困難
私の検死の技術に自信がなく、かかりつけ以外の検死はさけたい

電話での情報提供は可能。ただ、診療所にいないと患者の情報はわかりませんので、休日等の
時間（診療所にいない時）では対応が難しい
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死体検案における遺族等への検案料等の請求について 

令和 4 年 4 月 1 日版 

滋賀県医師会 

 

１. 警察から支払われる費用：検案業務に対する『謝金』 

滋賀県内一律 3,500 円（損傷の激しいものについては 5,000 円） 

※警察から支払われるものはあくまで謝金であり、医師の出動等に関する費用につ

いては遺族へ請求する 

 

２. 遺族へ請求できる費用：出動料や書類作成費用等 

＜請求根拠の例＞              ※令和４年医科点数を参考に積算 

※1：06：00～診療開始時間まで、08：00～22：00 の平日の診療時間外と平日の休診日 

※2：（土）18：00～22：00／（日・祝）06：00～22：00 

※3：22：00～06：00 

 

【注意事項】 

①遺族への請求については、請求根拠及び時間外・休日・深夜の時間区分を明示

したうえで請求することが望ましい。 

 ※上記の請求根拠はあくまでも例示であるため、各自の判断により安価で対応

すること等を妨げるものではない。 

②遺族は検案医を自由に選べないため、10 万円等の高額な検案料を請求すること

は望ましくない。 

③警察から診療時間内に検案依頼があった場合、診療終了時まで警察には待って

もらうよう申し入れる。 

 項目 根拠 金額例 

基本 死体検案 初診料 288 点 12,080 円 

往診料 720 点 

死亡診断加算 200 点 

看取り加算 3,000 点 30,000 円 

文書料金   5,000～   

8,000 円 

加算 時間外 時間外※1 時間外加算（初・再診料） 85 点 4,100 円 

 緊急往診加算（往診料） 325 点 

休日 ※2  休日加算（初・再診料） 250 点 9,000 円 

 夜間・休日加算（往診料） 650 点 

深夜 ※3 深夜加算（初・再診料） 480 点 17,800 円 

深夜加算（往診料） 1,300 点 

1 時間超過（30 分毎） 往診 1 時間超加算 100 点 1,000 円 

文書 追加（1 枚）  3.000 円程度 

検査 検査代（穿刺等）   
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３. 生活保護受給者や行き倒れの者への対応について 

 遺族が不詳等の場合は、遺族へ請求する文書料や検案料等は市町へ請求する

ことができる。警察が市町へ連絡調整をしてくれる。 

 

＜検案医の対処方法＞  

①文書料や検案料等の請求先が不明な場合、警察に市町担当課への連絡を依頼

する。検案後、警察に「死亡診断書（死体検案書）」を渡さない。 

※警察から市町への通知依頼事項：検案医、その連絡先、死亡診断書（死体

検案書）は医療機関へ連絡のうえ取りに行くこと 

②市町担当課からの連絡に基づき、死亡診断書（死体検案書）交付時に、文書料

や検案料等を市町へ請求する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お知らせ＞ 

死亡診断書（死体検案書）等の押印廃止に伴う医師等の氏名欄について 

 

死亡診断書（死体検案書）および出生証明書の押印廃止に伴い、氏名欄に

ついて下記のとおり変更となりましたのでご留意ください。 

 

○死亡診断書（死体検案書） 

 ・氏名の欄には、医師又は歯科医師本人が署名をしてください。 

○出生証明書 

 ・氏名の欄には、作成者が記名してください。 

○死産証明書（死胎検案書） 

 ・氏名の欄には、作成者が記名押印をしてください。 

 

※死亡診断書（死体検案書）の押印廃止（令和 2 年厚生労働省令第 208 号）

に伴う、様式および作成に当たっての留意事項変更に係る当面の取扱いに

ついては令和 3 年 1 月 6 日付事務連絡を参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/ 
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令和５年度行事計画表 

草津栗東医師会 

月(会長会議) 理 事 会 例  会 その他の行事 

４月 

4/13 

（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

15 日(土)14:00 

(交流ｾﾝﾀｰ 5 階) 

22 日(土）14:00 

15 日(土)会計監査(交流センター3 階)15:30～ 

三役・監事・担当理事・小澤税理士 

５月 

5/18 

（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

25 日(木)14：00 

(ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 

27 日(土）15:00 

20 日(土)滋賀県医師協同組合総代会(大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ)  

27 日(土)定時総会（ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ 税理士参加) 16:30～17:30 

27 日(土)総会懇親会（ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ）18:00～20：00 

６月 

（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

17 日(土)14：00 

（ｴｽﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ） 

24 日(土）15:00 

24 日(土)学術講演会（ｴｽﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ）16:30～17:30 

24 日(土)ドクター交流会（ｴｽﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ）17:45～19:30 

７月 

7/13 

（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

22 日(土）14:00 

(交流ｾﾝﾀｰ 5 階) 

29 日(土）14:00 

27 日(木)死体検案研修会(交流ｾﾝﾀｰ 4 階)  14:00～15:00 

８月 休 会 
（ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ） 

26 日(土）15:30 

26 日(土)G-P ネット講演会（ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ）17:00～ 

９月 

9/14 

（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

16 日(土)14:00

(交流ｾﾝﾀｰ 5 階) 

30 日(土)14:00 

30 日(土)学校医研修会(交流ｾﾝﾀｰ 5 階)15:30～16:30 

10 月 

10/19 

（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

21 日(土）14:00 

(交流ｾﾝﾀｰ 4 階) 

28 日(土)14:00 

28 日(土)ＣＰＣ(交流ｾﾝﾀｰ 4階)15:30～16:30 

25 日(水)～27 日(金)健康診断（済生会滋賀県病院） 

11 月 

11/16 

（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

18 日(土）14:00 

(交流ｾﾝﾀｰ 6 階) 

25 日(土)14:00 

9 日(木)人権問題研修会(交流ｾﾝﾀｰ 4 階) 14:00～15:30 

25日(土)外来感染対策向上加算ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(同 6階) 15:30～17:00 

12 月 
（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

16 日(土）14：00 

（ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 

23 日(土）15:30 

23 日(土)学術講演会（ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ）17：00～18：00 

忘年会 18:00～19：30 

１月 

1/11 

（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

20 日(土）14:00 

(交流ｾﾝﾀｰ 5 階) 

27 日(土）14:00 

27 日(土）県医師会「小児救急医療地域医師研修会」15:30～16:30 

２月 

2/15 

（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

17 日(土）14:00 

（ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 

24 日(土）14:30 

17 日(土) 次年度予算打合せ会議 三役＋経理担当理事 

次年度予定表作成（医師会会議室）15:30～16:30 

24 日(土)地域保健研修会（ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ）16:30～17:45  

交流会（ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ）18:00～19:30 

３月 

3/14 

（交流ｾﾝﾀｰ 3 階） 

23 日(土）14:00 

(交流ｾﾝﾀｰ 5 階) 

30 日(土）14:00 

30 日(土)産業医研修会(交流ｾﾝﾀｰ 5 階) 15：30～17:00 
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滋 医 政 第 ２ ５ ２ 号 

令和５年(2023 年)３月 22 日 

一般社団法人滋賀県医師会長 

一般社団法人滋賀県病院協会長 

各 地 域 医 師 会 長 

各 消 防 本 部 (局 )消 防 (局 )長 様 

大 津 市 保 健 所 長

各 保 健 所 長 

防 災 危 機 管 理 局 長 

滋賀県健康医療福祉部長 

（ 公 印 省 略 ）  

救急病院等を定める省令に基づく救急病院の告示について（通知） 

 このことについて、下記の医療機関が別添のとおり救急病院として告示され

ましたので通知します。 

記 

名 称：市立長浜病院 

所在地：長浜市大戌亥町３１３番地 

20



日医発第 2376 号(情シ)(保険) 

令 和 5 年 3 月 2 0 日 

都道府県医師会 担当理事 殿 

日本医師会 常任理事 

 長島 公之 

 (公印省略) 

オンラ イ ン資格確認の導入の原則義務付けに係る

経過措置の申請期限等について 

平素よ り 本会会務の運営に特段のご理解・ ご支援を賜り 厚く 御礼申し 上げま す。

 オン ラ イ ン資格確認の導入の原則義務付けに係る 経過措置について、 日医発

第 1864 号(情シ ) (保険)「 オンラ イ ン資格確認の導入の原則義務付けに係る 経過

措置について」、 日医発第 2042 号(保険)「 保険医療機関及び保険医療養担当規

則等の一部改正に伴う 実施上の留意事項について」 にて、 経過措置やその届出

方法等をお知ら せいたし ま し た。

経過措置の届出期限につき ま し て、 令和 5 年 3 月 31 日ま でと なっており 、 期

限が迫ってき ており ま す。

つき ま し ては、 貴会におかれま し ても 、 本件についてご 了知いただく と 共に、

貴会管下の郡市区等医師会なら びに会員への周知方につき 、 ご 高配を 賜り ま す

よ う お願い申し 上げま す。  

１ ． 経過措置の届出期限 

経過措置の届出期限につき ま し て、 令和 5 年 3 月 31 日ま でと なっ ており ま

す。 経過措置を受ける 予定でま だ届出を 行っ ていない医療機関は令和 5 年 3 月

31 日ま でに経過措置の届出をお願いし ま す。  

２ ． 経過措置についての詳細 

 経過措置については下記の医療機関等向けポータ ルサイ ト を ご 参照く ださ い。

https://www.i ryohoken jyoho-portalsi te.jp/post-21.htm l 
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第 1 号～第 5 号や第 6 号ア・ イ では認めら れない場合でも 、 第 6 号ウ を 選択

し 、 こ れら の類型と 同視でき る 事情を 複数抱えている 旨（ 例えば、 個々の類型

の要件は満たさ ないが、 それに近い事情を 複数抱えている こ と ） が分かる 具体

的な事情を 記入欄に記載いただく こ と で届出が有効と 認めら れる 場合があり ま

すので、 ご検討く ださ い。  

 

 ま た上記サイ ト の中段以降では Q& A が掲載さ れており ま す。 そのう ちのい

く つかをご紹介いたし ま す。  

 

●４ ． オンラ イ ン 資格確認の導入の原則義務付けに係る 経過措置について 

 

【 共通】  

Q14： オンラ イ ン資格確認の導入義務化の例外（ 紙レ セプト 請求機関） につい

ても 、 オンラ イ ン資格確認を 導入し ない場合は、 経過措置の届出は必要

か。  

A14： 必要ございま せん。  

 

【 やむを得ない事情（ 6） その他特に困難な事情がある 保険医療機関・ 薬局】  

Q5： 第 6 号によ る 届出は、 オンラ イ ン資格確認の導入義務化の例外措置又は第

1 号から 第 5 号ま での類型と 同視でき る 特に困難な事情がある かについて

やむを得ない事情 

(1)令和 5 年 2 月末ま でにシス テム事業者と 契約締結し たが、 導入に必要なシス テム整備が

未完了の保険医療機関・ 薬局（ シス テム整備中）  

(2)オンラ イ ン資格確認に接続可能な光回線のネッ ト ワ ーク 環境が整備さ れていない保険医

療機関・ 薬局（ ネッ ト ワ ーク 環境事情）  

(3)訪問診療のみを実施する 保険医療機関 

(4)改築工事中、 臨時施設の保険医療機関・ 薬局 

(5)廃止・ 休止に関する 計画を定めている 保険医療機関・ 薬局 

(6)その他特に困難な事情がある 保険医療機関・ 薬局 

ア  自然災害等によ り 継続的に導入が困難と なる 施設 

イ  高齢の医師等でレセプト 取扱件数が少ない施設 （ 目安と し て、 令和 5 年 4 月時点で常勤

の医師等が高齢 であって、 月平均レセプト 件数が 50 件以下）  

 ※「 65～69 歳」「 70～74 歳」「 75～79 歳」「 80～84 歳」  「 85 歳以上」 の中から 選択い

ただく 年齢区分と レセプト の月 平均件数を基に経過措置の対象と なる かについて個

別に判断し ま す。  

ウ  その他例外措置又は⑴～⑸の類型と 同視でき る 特に 困難な事情がある 施設 例えば、 上

記⑴～⑸又はア・ イ の条件を満たす項目と 同 視でき る 事情を複数抱えている 場合（「 常

勤の医師等が 65～69 歳でレセプト 件数が月平均 50 件を若干超える 」 か つ「 令和７ 年

内に閉院を予定し ている 」 と いった場合等）  
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個別に判断がなさ れる も のと さ れている が、「 特に困難な事情」 がある こ

と が確認でき なかっ た場合、 医療機関・ 薬局には連絡がある か。  

A5： 届出の記載内容から 、 オンラ イ ン資格確認の導入が特に困難な事情に当た

る こ と が確認でき ず、 有効な届出と は確認でき なかった場合、 その旨を 医

療機関・ 薬局に連絡する こ と と し ていま す。  

具体的には、 アカウ ント 登録済みの医療機関・ 薬局がポータ ルサイ ト のフ

ォ ームから 届出を行った場合は、 登録さ れたメ ールアド レ ス 宛に確認結果

の連絡を 行う こ と と し ており 、 ま た、 その他の医療機関・ 薬局について

は、 医療機関・ 薬局の所在地宛に確認結果を 郵送する こ と と し ていま す。  

 

Q6： 上記のと おり 、 第 6 号と し て有効な届出と は確認でき なかっ た旨の連絡が

あり 、 そのま ま 未導入の状態で令和 5 年 4 月 1 日を 迎えた場合、 医療機

関・ 薬局は、 療養担当規則等に違反する こ と と なる か。  

A6： 1 月 27 日から 経過措置の届出を 受け付けていま すが、 特に第 6 号の届出

内容の確認には一定の時間を要し ていま す。 今後、 届出の要件に該当する

こ と が確認でき なかった旨の連絡をさ せていただく こ と と なる 保険医療機

関・ 薬局については、 3 月末ま でにオンラ イ ン資格確認を導入する こ と が

事実上困難である こ と が想定さ れる こ と から 、 直ちに療養担当規則等に違

反する 状態と なら ないよ う 、 厚生労働省において、 必要な経過的な取扱い

を講じ る こ と と し ていま す。  

 

以上 
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県医師会報令和5年3月号74ページ
「保険診療Ｑ＆Ａ」欄の訂正

-１-

別添２

Ｑ２ ：Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体が査定されました。何故ですか。
Ａ＆Ｃ２：令和4年4月版医科点数表の解釈463ページには、「ア Mac-2結

合蛋白糖鎖修飾異性体は、…、慢性肝炎又は肝硬変の患者（疑わ
れる患者を含む）に対して、肝臓の線維化進展の診断補助を目的
に実施した場合に算定する。」と規定されています。

Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体検査は、上記のとおり、肝臓の
線維化進展の診断の一つとして実施されるもので、ヒアルロン酸
やⅣ型コラーゲン・7Sなどの線維化マーカーと同様、線維化進展
のリスクを有する疾患（例えば慢性肝炎など）が確定されている
ことが算定要件と考えられます。よって、「慢性肝炎の疑い」病
名での算定は妥当でなく、査定とされたものと考えられます。

なお、上記通知における「慢性肝炎又は肝硬変の患者（疑われ
る患者を含む）」の表現については、検査内容及び目的を考慮す
れば、「疑われる」は肝硬変のみにかかると解釈することが妥当
と考えられます。ご留意ください。

県医師会報令和5年3月号74ページ
「保険診療Ｑ＆Ａ」欄の訂正

Ｂ

Ａ

-２-
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訂正理由

社保・国保両審査委員会では、スライド２のマーカー部分(  Ａ )につ
いて Ｂ の解釈で審査されていますが、 Ｂ の内容については、厚生労
働省の疑義解釈等で示されているわけではありませんので、会報誌に掲
載するには不適切でした。

訂正後は、下記枠内の下線部のとおりとなります。

Ａ＆Ｃ２：令和4年4月版医科点数表の解釈463ページには、「ア Mac-2
結合蛋白糖鎖修飾異性体は、…、慢性肝炎又は肝硬変の患者
（疑われる患者を含む）に対して、肝臓の線維化進展の診断補
助を目的に実施した場合に算定する。」と規定されているため
に査定されたものと考えられます。ご留意ください。

訂正してお詫び申し上げます。

（訂正後）

県医師会報令和5年3月号74ページ
「保険診療Ｑ＆Ａ」欄の訂正

-３-
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第21回理事会連絡事項

開催日時 講演会・研修会名 会場等 内容・講師等 実施主体 申込先・連絡先 研修会単位等　

4月9日（日）
13：00～16：10

母体保護法指定医師研修会

※県内の母体保護法指定医師および新規
指定を予定の医師のみ受講可

ピアザ淡海 滋賀県立県民
交流センター
3階 大会議室
大津市におの浜1-1-２0

①母体保護法の趣旨と適正な運用について
　　　滋賀県医師会 母体保護法指定医師審査委員会　委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松島法律事務所　弁護士　松島　　温　先生
②生命倫理について
　～令和4年度母体保護法指導者講習会報告について～
③医療安全・救急処置について
　　　滋賀県医師会 母体保護法指定医師審査委員会　委員長　髙橋　健太郎

滋賀県
医師会

母体保護担当
指定医師ならびに関係
機関へFAXにて案内済

日医生涯教育制度
（申請予定）

講　演　会　・　研　修　会　等　の　ご　案　内

★　新規
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令和5年3月16日

月   以   降 行 事 予 定 表 ・・
1Page.

年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

4:00 PM

R5/ 3/17 (金) 2:00 PM滋賀県社会福祉協議会 令和4年度第3回評議員会 県立長寿社会福祉センター

2階 第一研修室(～

その他

)

4:30 PM

R5/ 3/17 (金) 2:00 PM社会福祉法人びわこ学園 令和4年度第4回評議員

会

びわこ学園医療福祉センター野洲

地域交流スペース会議室(～

その他

)

5:00 PM

R5/ 3/17 (金) 3:00 PM医療従事者の安全確保に関する都道府県医師会担

当理事連絡協議会

日本医師会3階小講堂・ホール

(Web)3階会議室(～

日医

)

R5/ 3/17 (金) 4:00 PM第2回滋賀医科大学医学部附属病院医師初期臨床

研修管理委員会（Web会議）

Zoomによる開催

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/ 3/18 (土) 1:30 PM第4回死生懇話会 県庁 新館 7階 大会議室

(～

県

)

4:30 PM

R5/ 3/18 (土) 3:00 PM保険診療研修会（自主指導）（Web開催） 3階会議室

(～

県医師会

)

5:30 PM

R5/ 3/19 (日) 9:00 AMJMAT研修 統括編（Web開催） Web開催

(～

日医

)

4:00 PM

R5/ 3/20 (月) 2:00 PM令和4年度 第1回滋賀県がん対策推進協議会

（ハイブリッド開催）

県庁本館 4-A

もしくは Zoom参加(～

県

)

4:00 PM

R5/ 3/22 (水) 2:00 PM令和4年度滋賀県要保護児童対策連絡協議会 滋賀県庁新館７階大会議室

大津市京町４丁目１－１(～

県

)

4:00 PM

R5/ 3/22 (水) 2:30 PM第22回理事会 理事室

(～

県医師会

)

8:00 PM

R5/ 3/22 (水) 6:00 PM令和4年度 第3回滋賀県地域医療対策協議会 滋賀県危機管理センター

(～

県

)

3:00 PM

R5/ 3/23 (木) 1:30 PM令和4年度 第2回びわこリハビリテーション専門職大

学 教育課程連携協議会

Zoomによるオンライン開催

(～

その他

)

4:30 PM

R5/ 3/23 (木) 3:00 PM第１回医師のワーク・ライフ・バランスを考える会(ハ

イブリッド)

3階会議室

(～

県医師会

)

4:30 PM

R5/ 3/23 (木) 3:30 PM令和4年度 死体検案研修会（湖北医師会） 北ビワコホテルグラツィエ

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/ 3/24 (金) 1:30 PM滋賀県防災会議 滋賀県危機管理センター

WEB会議(～

県

)

R5/ 3/24 (金) 4:00 PM在宅療養支援センター運営協議会（Web開催） 応接室

(～

県医師会

)

5:30 PM

R5/ 3/25 (土) 4:00 PM全国医師会医療秘書学院連絡協議会

令和4年度第2回常任委員会ならびに第2回運営委

東京ステーションコンファレンス

6階(～

日医

)

R5/ 3/26 (日) 9:30 AM第153回日本医師会臨時代議員会 日本医師会

(～

日医

)

12:00 PM

R5/ 3/27 (月) 10:00 AM滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会 県庁 東館 7階 大会議室

オンライン併用(～

県

)

4:00 PM

R5/ 3/27 (月) 2:00 PM公益財団法人滋賀県健康づくり財団 第52回理事会 滋賀県健康づくり財団 大会議室

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/ 3/27 (月) 2:00 PM第2回滋賀県高齢化対策審議会 県庁危機管理センター

(～

県

)

5:00 PM

R5/ 3/28 (火) 3:00 PM第2回滋賀県医療審議会 県庁 新館 7階 大会議室

(～

県

)

4:00 PM

R5/ 3/29 (水) 2:00 PM令和4年度第2回滋賀県リハビリテーション協議会 県大津合同庁舎 7階 7-D会議室

(～

県

)

2:30 PM

R5/ 3/29 (水) 2:00 PM令和4年度公衆衛生事業功労者日本公衆衛生協会

会長表彰伝達式

県庁北新館3会 多目的室2

(～

県

)

5:00 PM

R5/ 3/29 (水) 3:00 PM第1回看護職員等確保対策推進協議会 県大津合同庁舎 7階 7A会議室

もしくはZoomによる参加(～

県

)

R5/ 3/29 (水) 5:15 PM近江の国 滋賀県社会医学系専門医プログラム 研

修プログラム管理委員会

オンライン

(～

県

)

4:00 PM

R5/ 3/30 (木) 3:00 PM中絶審査 応接室

(～

県医師会

)

5:00 PM

R5/ 3/30 (木) 4:00 PM滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会 令和4年度

第2回理事会

滋賀県医療情報ネットワーク協議会

事務局(～

その他

)

※ ★印は令和5年2月16日以降に追加した行事

※ ×印は中止・延期になった行事
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令和5年3月16日

月   以   降 行 事 予 定 表 ・・
2Page.

年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

4:00 PM

R5/ 4/ 1 (土) 2:00 PM第5回近医連保険担当理事連絡協議会（Web開催） 3階会議室

(～

近医連

)

3:30 PM

R5/ 4/ 2 (日) 10:00 AM令和5年度学校保健講習会（Web配信） 3階会議室

(～

日医

)

4:30 PM

R5/ 4/ 2 (日) 3:30 PM令和5年度第1回学校保健委員会（ハイブリッド） 3階会議室

(～

県医師会

)

R5/ 4/ 3 (月) 2:00 PM大津市医師会立看護専修学校 第36回入学式 琵琶湖ホテル 3階 瑠璃

(～

関連団体

)

R5/ 4/ 4 (火) 10:00 AM令和5年度滋賀医科大学入学宣誓式 滋賀医科大学 体育館

(～

関連団体

)

R5/ 4/ 4 (火) 12:30 PM滋賀短期大学入学式 大津市民会館

(～ )

4:00 PM

R5/ 4/ 5 (水) 2:30 PM第1回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/ 4/ 6 (木) 2:30 PM第1回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

4:10 PM

R5/ 4/ 9 (日) 1:00 PM母体保護法指定医師研修会 ピアザ淡海 大会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 4/13 (木) 2:00 PM令和5年度都道府県医師会広報担当理事連絡協議

会（Web開催）

Web対応：応接室

(～

日医

)

4:00 PM

R5/ 4/13 (木) 2:30 PM第1回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

5:00 PM

R5/ 4/13 (木) 3:00 PM日本医師会国際保健検討委員会 日本医師会館503会議室

(～

日医

)

R5/ 4/14 (金) 2:30 PM第9回近医連常任委員会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

R5/ 4/18 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/ 4/19 (水) 2:30 PM第2回理事会 理事室

(～

県医師会

)

5:45 PM

R5/ 4/20 (木) 3:00 PM第31回日本医学会総会 開会記念特別講演会 東京国際フォーラム ホールA

(～

関連団体

)

5:45 PM

R5/ 4/20 (木) 3:00 PM第31回日本医学会総会 開会式 東京国際フォーラム ホールA

(～

関連団体

)

6:30 PM

R5/ 4/21 (金) 2:30 PM第31回日本医学会総会産業医セッション（サテライト

会場）

3階会議室

(～

関連団体

)

7:00 PM

R5/ 4/22 (土) 8:30 AM第31回日本医学会総会産業医セッション（サテライト

会場）

3階会議室

(～

関連団体

)

1:00 PM

R5/ 4/23 (日) 9:00 AM第31回日本医学会総会産業医セッション（サテライト

会場）

3階会議室

(～

関連団体

)

3:30 PM

R5/ 5/ 8 (月) 2:30 PM第2回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 5/10 (水) 2:30 PM第3回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R5/ 5/16 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/ 5/18 (木) 2:30 PM第2回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

6:00 PM

R5/ 5/23 (火) 4:30 PM第39回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症

担当理事連絡協議会（Web開催）

Web対応：理事室

(～

日医

)

6:00 PM

R5/ 5/24 (水) 4:00 PM令和5年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協

議会（Web会議）

3階会議室

(～

日医

)

R5/ 5/27 (土) 1:30 PM第17回男女共同参画フォーラム 都ホテル四日市

(～

日医

)

4:00 PM

R5/ 5/31 (水) 2:30 PM第4回理事会 理事室

(～

県医師会

)

※ ★印は令和5年2月16日以降に追加した行事

※ ×印は中止・延期になった行事
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令和5年3月16日

月   以   降 行 事 予 定 表 ・・
3Page.

年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

3:15 PM

R5/ 6/ 1 (木) 2:30 PM会計監査 3階会議室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/ 6/ 6 (火) 2:30 PM第3回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 6/ 7 (水) 2:30 PM第5回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R5/ 6/20 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

R5/ 6/25 (日) 9:30 AM第154回日本医師会定例代議員会 日本医師会

(～

日医

)

4:00 PM

R5/ 6/28 (水) 2:30 PM第6回理事会 理事室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 7/ 5 (水) 2:30 PM第7回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/ 7/ 6 (木) 2:30 PM第4回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 7/13 (木) 2:30 PM第3回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

5:00 PM

R5/ 7/15 (土) 3:00 PM医師会組織強化対策連絡協議会 ホテル ボストンプラザ草津びわ湖

(～

県医師会

)

R5/ 7/18 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/ 7/19 (水) 2:30 PM第8回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:00 PM

R5/ 7/27 (木) 2:00 PM令和5年度 死体検案研修会（草津栗東医師会） 草津市民総合交流センター

(～

県医師会

)

6:00 PM

R5/ 7/27 (木) 3:00 PM令和5年度全国メディカルコントロール協議会連絡会

（第1回）（予定）

帝京大学板橋キャンパス

東京都板橋区加賀2-11-1(～

国

)

3:30 PM

R5/ 7/28 (金) 2:30 PM令和5年度 死体検案研修会（高島市医師会） 高島市民病院

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/ 8/ 4 (金) 2:30 PM第5回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 8/ 9 (水) 2:30 PM第9回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R5/ 8/15 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/ 8/23 (水) 2:30 PM第10回理事会 理事室

(～

県医師会

)

6:45 PM

R5/ 9/ 2 (土) 8:40 AM第15回JATEC滋賀コース（1日目）(予定） ニプロiMEP

草津市野路町3023(～

県医師会

)

5:00 PM

R5/ 9/ 3 (日) 7:50 AM第15回JATEC滋賀コース（2日目）予定） ニプロiMEP

草津市野路町3023(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 9/ 6 (水) 2:30 PM第11回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/ 9/ 7 (木) 2:30 PM第6回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

R5/ 9/12 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/ 9/14 (木) 2:30 PM第4回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 9/20 (水) 2:30 PM第12回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/ 9/26 (火) 2:30 PM令和5年度 死体検案研修会（近江八幡市蒲生郡医

師会）

竜王町公民館

(～

県医師会

)

3:00 PM

R5/ 9/27 (水) 2:00 PM令和5年度 死体検案研修会（彦根医師会） くすのきセンター

(～

県医師会

)

※ ★印は令和5年2月16日以降に追加した行事

※ ×印は中止・延期になった行事
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令和5年3月16日

月   以   降 行 事 予 定 表 ・・
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年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

4:00 PM

R5/ 9/28 (木) 3:00 PM令和5年度 小児救急医療地域医師研修会（大津市

医師会）

琵琶ホテル ローズ

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 9/28 (木) 3:00 PM令和5年度 死体検案研修会（東近江医師会） 東近江地域医療支援センター

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/10/ 5 (木) 2:30 PM第7回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/10/11 (水) 2:30 PM第13回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R5/10/17 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/10/19 (木) 2:30 PM第5回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/10/25 (水) 2:30 PM第14回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:00 PM

R5/10/26 (木) 2:00 PM令和5年度 死体検案研修会（守山野洲医師会） 守山市すこやかセンター

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/11/ 7 (火) 2:30 PM第8回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/11/ 8 (水) 2:30 PM第15回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R5/11/14 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/11/16 (木) 2:30 PM第6回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 びわ湖大津プリンスホテル コンベン

ションホール淡海（予定）(～

県医師会

)

R5/11/16 (木) 4:15 PM令和5年度滋賀県病院協会・滋賀県医師会連絡協

議会

びわ湖大津プリンスホテル コンベン

ションホール淡海(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/11/22 (水) 2:30 PM第16回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:00 PM

R5/11/29 (水) 2:00 PM令和5年度 小児救急医療地域医師研修会（彦根医

師会）(予定）

彦根市保健・医療複合施設(くすのき

センター)３Ｆ(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/12/ 8 (金) 2:30 PM第9回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

R5/12/12 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/12/20 (水) 2:30 PM第17回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:00 PM

R5/12/21 (木) 2:00 PM令和5年 小児救急医療地域医師研修会（守山野洲

医師会）(予定）

すこやかセンター３階 講習室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/12/21 (木) 3:00 PM令和5年度 死体検案研修会（大津市医師会） 琵琶湖ホテル 3F瑠璃

(～

県医師会

)

3:30 PM

R5/12/22 (金) 2:30 PM令和5年度 小児救急医療地域医師研修会（高島市

医師会）(予定）

ウエストレイクホテル可以登楼

高島市安曇川町中央2-1-6(～

県医師会

)

4:00 PM

R6/ 1/11 (木) 2:30 PM第7回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 琵琶湖ホテル

(～

県医師会

)

R6/ 1/16 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R6/ 1/17 (水) 2:30 PM第18回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:00 PM

R6/ 1/25 (木) 2:00 PM令和5年度 死体検案研修会（甲賀湖南医師会） 公立甲賀病院

(～

県医師会

)

4:00 PM

R6/ 2/ 7 (水) 2:30 PM第19回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R6/ 2/13 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R6/ 2/15 (木) 2:30 PM第8回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

※ ★印は令和5年2月16日以降に追加した行事

※ ×印は中止・延期になった行事
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月   以   降 行 事 予 定 表 ・・
5Page.

年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

4:00 PM

R6/ 2/21 (水) 2:30 PM第20回理事会 理事室

(～

県医師会

)

4:30 PM

R6/ 2/22 (木) 3:30 PM令和5年度 死体検案研修会（湖北医師会） 北ビワコホテルグラツィエ

(～

県医師会

)

4:00 PM

R6/ 3/ 6 (水) 2:30 PM第21回理事会 理事室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R6/ 3/14 (木) 2:30 PM第9回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

R6/ 3/19 (火) 3:00 PM社保支払基金審査運営協議会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R6/ 3/27 (水) 2:30 PM第22回理事会 理事室

(～

県医師会

)

※ ★印は令和5年2月16日以降に追加した行事

※ ×印は中止・延期になった行事
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日 曜日 行　　　事 時　間 会　場

4/1 土

4/2 日

4/3 月

4/4 火

4/5 水

4/6 木

4/7 金

4/8 土

4/9 日

4/10 月

4/11 火

4/12 水

4/13 木

4/14 金

理事役員会 14：00～15：30 キラリエ303会議室

会計監査 15：30～ キラリエ303会議室

4/16 日

4/17 月

4/18 火

4/19 水 第199回草津栗東医師会循環器研究会(ハイブリッド形式) 20:00～21：30 ｸｻﾂｴｽﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ（本部）

4/20 木

4/21 金

4/22 土 例会・診療科紹介 14：00～15：30 ｷﾗﾘｴ502・503会議室

4/23 日

4/24 月

4/25 火

4/26 水

4/27 木

4/28 金

4/29 土

4/30 日 ゴルフ同好会 亀岡CC

草津栗東医師会・行事予定表　　　　　令和  5年　4月

4/15 土
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